
主な議案

岩  田 　 茂 　(いわた しげる) 氏   　【新任】
任期：令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで

令和７年12月定例会
12月5日から12月15日まで開催

●人権擁護委員の候補者の推薦について

人事院勧告に伴う給料、通勤手当、期末手当、勤勉手当の改定で、給料の月額改定率は平均３.２％である。
●松伏町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

問　契約の代表者が社会福祉協議会会長と松伏町町長が同一人物であるが問題はないのか。
答　�以前は、契約の当事者が同一人物の場合、双方代理の利益相反の取引となり、社会福祉協議会は副
理事長名で契約を締結していた。その後の社会福祉法の改正により、社会福祉協議会の理事会で承
認、また報告を行うことで、町長名と社協の会長名が同じでも契約ができるようになった。

指定管理者	：社会福祉法人松伏町社会福祉協議会
	 　会長　高野　祐大
指 定 期 間	：令和８年４月１日から令和13年３月31日まで

●指定管理者の指定について
　◇松伏町立かるがもセンター

指定管理者：シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社
　　　　　　代表取締役　山田　智治
指 定 期 間：令和８年４月１日から令和13年３月31日まで

　◇�松伏町児童館、松伏町学童クラブ（いるかクラブ、りす学童クラブ、
　　杉の子学童クラブ、どんぐり学童クラブ、なごみ学童クラブ）

人事

問　利用方法、利用時間について。
答　�利用方法は利用者の希望による自由利用とし、利用時間は国の基準である10時間までとする。

　こども誰でも通園制度のこと。町の運営としては、保護者の就労状況に関係なく、保育園等に通ってい
ないこどもが一定時間、保育施設を利用でき、対象年齢は0歳６ヶ月～2歳。
　利用時間は月あたり１０時間まで、週1回・短時間など柔軟な使い方が可能。
　利用施設は保育園・認定こども園。利用料は１時間３００円（予定）。

●松伏町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
議案
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12月議会の補正予算で決まったこと

補 正 予 算
令和７年12月定例会

　令和７年12月定例会では、提出された、人事院勧告による補
正分約5,900万円を含む�１億1,374万７千円�の一般会計補正予
算を審議しました。慎重な審議の結果可決され、令和７年度松伏
町一般会計予算総額は�115億3,390万９千円�となりました。

※PCB…ポリ塩化ビフェニルのことで、健康への影響がある化学物質

手話言語条例制定に向けて設置
される検討委員会委員６名への
委員会１回分の報奨金。

松伏記念公園と松伏総合公園の
キュービクルの変圧器やコンデン
サーにＰＣＢが含まれている可能
性があるため更新工事を行う。

今後予定しているＢ＆Ｇ海洋セ
ンターの空調設備の設置にあた
り、消費電力料の調査を行う。

町内に在住していた日本画家、岡
田安治氏の絵画（縦175㎝横220
㎝）を北部サービスセンター入口
正面に展示するための改修。

外前野地区の緑道のソーラー発
電式街灯の経年劣化による故障
に伴う修繕。

中央公民館のキュービクルの変
圧器やコンデンサーにＰＣＢが
含まれている可能性があるため
更新工事を行う。

環境負荷を低減する有機農業への
転換や新たに有機農業を始める農
業者に対して、ほ場環境の整備な
ど、必要な経費相当額の補助。

松伏第二中学校の各教室の空調
機、エアコンを一括管理している
集中リモコンの経年劣化等による
故障に伴う交換・設定工事。

ふるさと納税寄附金140万円、
企業版ふるさと納税寄附金10
万円、私の地元応援募金50
万４千円の計上。

手話言語条例検討委員
報奨金

変圧器等更新工事

消費電力量調査業務委託料

北部サービスセンター
改修工事

公園施設等修繕

変圧器等更新工事

有機転換推進事業費
補助金

学校施設整備工事

ふるさと納税寄附金等

1万2千円

2,100万円

50万円

200万円

90万5千円

3,750万円

77万8千円

250万円

200万4千円

民生費

土木費

教育費

民生費

土木費

教育費

農林
水産業費

教育費

歳入
寄附金
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